
������������������������������������������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

������������������������������������������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

社団法人 東京電機大学校友会

第１２０回 評議員会
第６５回 総 会

日 時 平成２２年５月２２日（土） １３時００分～１４時５０分

場 所 東京電機大学 東京神田キャンパス ７号館１階 丹羽ホール

議 案
評議員会
総 会共通 第１号議案 平成２１年度事業報告案承認の件

第２号議案 平成２１年度決算案承認の件並びに監査報告

第３号議案 平成２２年度事業計画案承認の件

第４号議案 平成２２年度予算案承認の件

第５号議案 その他

評議員会 第６号議案 理事・監事選出の件

――― ※ ―――

講演会

時 間 １５時００分～１６時３０分

場 所 東京電機大学 東京神田キャンパス ７号館１階 丹羽ホール

講 師 学校法人東京電機大学理事長 加藤康太郎 殿

演 題 「東京電機大学 東京千住キャンパス創設事業」

講 師 東京電機大学学長 古田勝久 教授

演 題 「東京電機大学のグランドビジョンの具現化」

懇親会（立食パーティー）

時 間 １６時４５分～１８時１５分

場 所 東京電機大学 東京神田キャンパス １１号館１７階 カシオホール

会 費 無料



（評議員会・総会共通 第１号議案）

平成２１年度事業報告（案）

社団法人東京電機大学校友会（以下「校友会」

という。）は，明治４２年１０月２１日に発足した電機

学校同窓会を起源として，平成２１年１０月２１日に創

立１００周年を迎えた。

校友会ではこれを記念して，平成２１年１０月１７日

に挙行した「創立１００周年記念式典・講演・祝賀

会」をはじめとする「創立１００周年記念事業」を

実施した。

１．校友会員に対するサービスの充実

これまでの各種サービスを見直し，会員にとっ

て魅力あるサービスの展開を検討し実現を目指し

た。

また，校友会員に対するサービスの基礎となる

通常会員の会員拡張に努めるとともに財政の健全

化を図ることに努めた。なお，３月末日現在の会員

数は２９，５５３人である。

（１）生涯使用できる転送メールアドレス提供の

継続的検討

「生涯使用できる転送メールアドレスの提供」

は，技術的には可能であることが判明している。

しかしながら，サーバーの維持等多額の費用を要

することから現在は検討を一時休止している。

（２）卒業生バックアップセンターへの卒業生登

録の推進

既卒者へは工学情報等を用いて広報し登録を呼

びかけている。なお，平成２０年度卒業生からバッ

クアップセンターへの全員登録を実施しており，３

月２６日現在の登録卒業生数は３，４４２名，協力登録

企業数は１，３１６社である。

（３）会員への斡旋事業

例年同様，会員に対して次の各種斡旋事業を行

った。

①学園図書館の利用斡旋

②学術図書雑誌の購入斡旋

③法律，特許相談の斡旋

④校友会協定施設の利用斡旋および補助

⑤校友会員限定の特別割引物品の斡旋

（４）ホームページからの加入促進の積極的広報

の実施

校友会への加入手続きをインターネットで可能

とし，加入促進を図った。インターネットを介し

たクレジット決済による会費納入者は，３月末現

在，新規５９名，継続６９名の計１２８名である。

今後，コンビニ決済による会費納入についても

継続的に検討する。

２．校友会活動の活性化

校友会員向けの活動として次の事業を行った。

（１）支部活動の活性化

県支部，地方支部の活発な活動が校友会の活性

化に繋がるという考えから，県支部，地方支部総

会に校友会の役員が出席し，校友会活動および学

園の近況報告を行うとともに地方会員との交流を

図った。

平成２１年度における全国の地方および県支部総

会は１８箇所（別表―１）において開催された。

なお，創立１００周年記念式典への各支部からの

参加促進のために交通費の一部を補助した。

（２）職域電機会の活性化と新規設立の勧誘

平成２１年度における電機会総会は２３箇所（別表―

２）で開催された。これに校友会の役員が出席し，

校友会活動および学園の近況報告を行っている。

なお，職域電機会の新規設立は１企業であった。

（３）同窓会活動への支援

例年同様，大学同窓会，中学・高等学校同窓会，

電機学校同窓会の活動に対して，総会への協力は

もとより，日頃から，積極的に支援と協力を行っ

た。

とりわけ，電機学校創立１００周年記念特別定期

総会ならびに中学・高等学校同窓会設立５０周年記

念事業に対して積極的な支援を行った。

（４）留学生OBとの連携

国際センターならびに学生支援センター（学生

厚生担当）の協力のもと，本学園の留学生で日本

に居住している卒業生と校友会準会員である在学

中の留学生との交流会を開催したが，残念ながら

卒業生の参加はなかった。

（５）県支部連絡協議会の試行的実施

組織管理委員会では，県支部を統括する組織体

（ブロック化）を設置することについて協議して

きたが，短絡的に県支部を統括する組織体（ブロ

ック化）を設置するのではなく，その前段として，

県支部の活動状況等について横断的に意見交換が

できる会議体として「県支部連絡協議会」の設置

を計画してきた。平成２１年９月には，福岡県支部

総会に合わせて九州・沖縄地区連絡協議会を実施

した。平成２１年度は１箇所での開催であったが，

全ての支部長（代理を含む）が参加しての開催で
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あった。

３．準会員への支援

例年に準じた支援については予定どおり実施で

きた。

また，本学が主催となり北千住で開催された

IDCロボットコンテストに対して，「イベント

協賛援助」として支援した。

なお，準会員への支援事業は次のとおりであっ

た。

①クラブ活動補助

学生・生徒の課外活動を支援することから補助

を行った。

②全学行事補助

大学に対しては，合同体育祭，各キャンパス学

園祭，リーダースキャンプ等に補助を行った。中

学・高等学校に対しては，体育祭，文化祭，文化

講演会等に補助を行った。

③卒業式・入学式記念品補助

卒業記念品として，大学には卒業証書挟および

修了証紙筒を，中学・高等学校には学業優秀賞お

よび皆勤賞の副賞を贈呈した。また，入学式記念

品として，学園の全新入学生・生徒に校歌CDを

贈呈した。

④卒論発表会・就職セミナー等支援

⑤準会員向け工学情報（KJ）発行

就職を希望する学生が持参して，２月に開催され

た就職セミナー（大学と大学同窓会との共催）に

臨める様に，就職特集号の「工学情報（KJ）」を

１２月に発行した。

⑥東京電機大学校友会・新電気奨学金貸付

６名の希望者に奨学金（総額３，９６９千円）を貸

与した。

４．公益法人としての活動と今後の課題

本校友会は，学園の発展に協力すると同時に会

員相互の親睦と研修を図る一方で，特例民法法人

として教育，学術，文化の発展に寄与することを

目的とする公益法人である。

国の公益法人制度改革に伴う新法人への移行が

余儀なくされ，平成２５年１１月３０日までに移行手続

きを完了しなければならない。

そこで，理事会の下に「法人移行準備委員会」

を設置しこれまでに９回におよぶ検討を重ね一定

の方向性が見えてきたところであり，今後とも検

討を深化する必要がある。

なお，特例民法法人として，平成２１年度におい

ては次の講演会・見学会等の開催・共催を実施し

た。

（１）公開講演会関係

県支部主催による公開講演会が都合１１箇所（別

表―３）で開催され，多くの一般参加者を含む講演

会であった。

（２）見学会関係

校友会，商工懇話会，電機学校同窓会主催の見

学会を含め，県支部主催による見学会が都合８箇

所（別表―４）で開催された。

（３）協賛した事業（３件）

・ME講座 全１０回開催（学園：産官学交流セン

ター主催）

・ロボット工作教室 年１１回開催（高等学校主催）

・修士論文発表会（工学研究科・情報環境学研究

科主催）

５．校友会創立１００周年記念事業の実施

電機学校同窓会を起源とする校友会は，平成２１

年１０月２１日に創立１００周年を迎えた。校友会では

これを記念して，平成２１年１０月１７日（土）にホテ

ル・グランドパレス（東京・九段）において，記

念式典・講演会・祝賀会を６００余名の参加者の下，

盛大に挙行し，併せて，次の記念事業を実施した。

①「１００年史」および「リクルート情報」ならび

に工学情報「校友会創立１００周年特集号」の発

行

②学園に対する東京千住キャンパス創設事業募金

への協力

③「校友会創立１００周年特集号」から工学情報を

A４判化実施

６．東京千住キャンパス創設事業への協力

学園は，平成２４年４月の開設に向けて教職員が

一丸となって東京千住キャンパス創設事業に取組

んでいる。

最大の支援団体である校友会は，創設事業が遂

行できるように，卒業生向けの募金活動について，

総会等を通じて積極的に協力要請を行った。

なお，校友会から学園に対して，校友会創立１００

周年記念事業の一環として，東京千住キャンパス

創設事業募金に５千万円を寄付した。

卒業生の寄付総額は３月末日で３億２，２２１万円

（目標の７１．６％）となった。
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７．学園との連携強化

（１）学生募集の支援

校友会としては，学園が学部・学科を再編成し

教育研究の特色化，個性化を図り，新しい時代の

社会的要請に応えようと努めていることを踏まえ

て，学園との連携を図り，特に，教職校友会の協

力を得て，推薦入試等で学生募集を支援した。

また，校友会から地方支部に対して入試業務へ

の協力を要請し，幾つかの地方試験会場において

支部役員がその業務に当たった。

（２）経営同友会の運営への協力

経営同友会は学園と産業界で活躍されている校

友の方々との間にネットワークを構築し，会員企

業ならびに学園および校友の発展を目指すことを

目的に設立された組織である。

校友会では，学園と校友との連携の重要性を鑑

みて，経営同友会の企画・運営するイベントに協

力した。

以 上

別表―１：支部総会の開催状況

日 付 支部名 日 付 支部名 日 付 支部名

５月３０日 埼玉県支部 ８月８日 青森県支部 １１月１４日 長崎県支部

６月１４日 千葉県支部 ８月２３日 新潟電機会 １１月２１日 鹿児島県支部

６月２０日 神奈川県支部 ９月１２日 三重県支部 １２月５日 山陰支部

６月２１日 岐阜県支部 ９月２６日 福岡県支部 １２月１２日 大分県支部

６月２７日 石川県支部 １０月３１日 栃木県支部 １２月１９日 宮崎県支部

６月２８日 茨城県支部 １１月１４日 新潟県央電機会 ３月２１日 富山県支部

別表―２：電機会総会の開催状況

日 付 電機会名 日 付 電機会名 日 付 電機会名

４月１８日 商工懇話会春季総会 ７月３日 東管支部 １１月１３日 川北電気工業電機会

６月３日 東管神奈川電機会 ７月４日 教職校友会神奈川支部 １１月１８日 民間放送校友会

６月５日 京三電機会 ８月９日 教職校友会静岡支部 １１月１９日 関電工電機会

６月５日 日本電波工業電機会 ９月１日 東管支部東京南電機会 １２月２１日 東管支部東京西電機会

６月１２日 東光電気工事電機会 ９月２日 高砂熱学工業電機会 １月１６日 電磁電機会

６月２０日 教職校友会東京支部 １０月２日 商工懇話会秋季総会 ３月３日 東管支部千葉電機会

６月２０日 教職校友会埼玉支部 １０月２日 沖電機会 ３月１３日 三菱電機会

６月２０日 教職校友会 １０月８日 日立プラントテクノロジー電機会
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別表―３：公開講演会の開催状況

日 付 演 題 講 師 主 催

５月２３日
低炭素社会の実現に向けて
―原子力エネルギーの役割―

町末男氏 校友会

５月３０日 寿命を１０年延ばすロボット技術 斉藤之男教授 埼玉県支部

６月１３日
幼児教育から認知症予防まで 小谷誠名誉教授

千葉県支部
子育て支援について 小谷博子医学博士

６月２０日 横浜における街並景観 積田洋教授 神奈川県支部

６月２８日 未来を創造するロボット・メカトロニクス技術 汐月哲夫教授 茨城県支部

７月１１日 古くて新しい生体電気の計測―AEDや近未来の健康支援について― 植野彰規教授 神奈川県支部

９月１２日 商船学・工学のコラボレーションによる医療支援
瀬田弘明氏，坂牧孝
規氏，本間章彦氏，
内川義則教授

三重県支部

９月２６日
未来を創造するロボット・メカトロニクス
―インターネットとロボット制御の融合への挑戦―

汐月哲夫教授 福岡県支部

１０月１７日 知的な距離感 前田知洋氏 校友会

１０月３１日 ナノバイオマテリアルの作製と医療応用 平栗健二教授 栃木県支部

３月２１日 社会で活躍できる脳細胞を育てよう 小谷誠名誉教授 富山県支部

別表―４：見学会の開催状況

日 付 場 所 参加者 主 催

６月２０日 （株）生産技術 ２２名 富山県支部

９月１２日 横浜開港・開国博 Y＋１５０ ５３名 校友会

１０月２４日
～２５日

高瀬川ダム・大町温泉郷 ３１名 電機学校同窓会

１１月１３日 東京電力 富津火力発電所及びテプコ新エネルギーパーク ２５名 千葉県支部

１１月２４日 昭和電工（株）川崎工場 ５０名 神奈川県支部

１１月２７日
東京電機大学 埼玉鳩山キャンパス及び宇宙航空研究開発機構 地球観測セン
ター

９名 群馬県支部

１月２４日 キッコーマン もの知りしょうゆ館及びアサヒビール茨城工場 ２６名 茨城県支部

３月１７日 東京電力「電気の史料館」及び「アイ・スクェア」見学研修会 １０名 東管支部
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（評議員会・総会共通 第２号議案）

平成２１年度決算案承認の件並びに監査報告

平成２１年度収支計算書
（平成２１年４月１日～平成２２年３月３１日）

学校預託金の内訳
（平成２１年４月１日～平成２２年３月３１日）

一 般 会 計

収 入 の 部

科 目 予算額 決算額 差 異

１．会 費 収 入
通常会員会費収入
予納会員会費収入

２．運用財産収入
受取利息配当金収入
預託金運用収入

３．寄 付 金 収 入
広告寄付金収入
その他寄付金収入

４．雑 収 入
見学・講演会収入
補 助 金 収 入
そ の 他 収 入

５．特定資産取崩収入
校友会１００周年積立金取崩収入
事業積立金特定資産取崩収入

６．準会員会計繰入収入
準会員会計繰入収入

６７，５００，０００
１０，０００，０００
５７，５００，０００
５，４００，０００
４００，０００
５，０００，０００
８，０００，０００
７，４００，０００
６００，０００

１０，５６０，０００
５００，０００

１０，０００，０００
６０，０００

２２，０００，０００
１２，０００，０００
１０，０００，０００
５０，０００，０００
５０，０００，０００

６７，２３３，２００
９，７３３，２００
５７，５００，０００
５，５９８，０８３
５９８，０８３
５，０００，０００
７，８２５，７２０
７，２９５，０００
５３０，７２０

１１，０５１，１００
１７１，９００

１０，０００，０００
８７９，２００

２２，０００，０００
１２，０００，０００
１０，０００，０００
５０，０００，０００
５０，０００，０００

２６６，８００
２６６，８００

０
△１９８，０８３
△１９８，０８３

０
１７４，２８０
１０５，０００
６９，２８０

△４９１，１００
３２８，１００

０
△８１９，２００

０
０
０
０
０

当 期 収 入 合 計 １６３，４６０，０００１６３，７０８，１０３ △２４８，１０３

前期繰越収支差額 ３３，６２３，９９３ ３３，６２３，９９３ ０

収 入 合 計 １９７，０８３，９９３１９７，３３２，０９６ △２４８，１０３

（単位：円）

支 出 の 部

科 目 予算額 決算額 差 異

１．事 業 費
会 報 発 行 費
名 簿 管 理 費
Web情報発信サービス
支 部 援 助 費
その他事業費
同窓会援助費

２．管 理 費
給 与 手 当
委 託 費
慶 弔 費
旅 費 交 通 費
会 議 費
通 信 運 搬 費
印 刷 製 本 費
賃 借 料
消 耗 品 費
雑 費

３．特定資産繰入支出
事業積立特定資産繰入支出
４．寄 付 金 支 出

東京千住キャンパス寄付金支出
５．予 備 費

１１０，９２４，０００
４４，０８０，０００
４，７００，０００
３，６３０，０００
１９，２５０，０００
２４，９００，０００
１４，３６４，０００
２１，５７６，０００
２，３００，０００
５，９００，０００
４００，０００
１５０，０００
５，４９０，０００
３，０００，０００
２００，０００
１，５３６，０００
１，８００，０００
８００，０００

０
０

５０，０００，０００
５０，０００，０００
２，０００，０００

１０４，４８５，８９５
４７，４７７，６１０
３，６４６，４６２
２，０４９，９１５
１５，０５９，２２２
２２，０４２，６８６
１４，２１０，０００
１８，７２９，６８４
２，１６２，４７０
５，８２５，１０７
５５，７５０
１０５，１８０
３，９０１，０５３
３，２２８，５０３
７９，２７５

１，３７３，９１７
１，４６１，８５７
５３６，５７２
３４，２３２
３４，２３２

５０，０００，０００
５０，０００，０００

０

６，４３８，１０５
△３，３９７，６１０
１，０５３，５３８
１，５８０，０８５
４，１９０，７７８
２，８５７，３１４
１５４，０００
２，８４６，３１６
１３７，５３０
７４，８９３
３４４，２５０
４４，８２０

１，５８８，９４７
△２２８，５０３
１２０，７２５
１６２，０８３
３３８，１４３
２６３，４２８
△３４，２３２
△３４，２３２

０
０

２，０００，０００

当 期 支 出 合 計 １８４，５００，０００ １７３，２４９，８１１ １１，２５０，１８９

当 期 収 支 差 額 △２１，０４０，０００ △９，５４１，７０８△１１，４９８，２９２

次期繰越収支差額 １２，５８３，９９３ ２４，０８２，２８５△１１，４９８，２９２

支 出 合 計 １９７，０８３，９９３ １９７，３３２，０９６ △２４８，１０３

期首残高 増 加 減 少 期末残高

準会員学校預託金 １２７，４８２，４００ ６８，００４，０００ ６１，０００，０００ １３４，４８６，４００

正会員学校預託金 ４８７，６４０，６５６ ５７，０００，０００ ５７，５００，０００ ４８７，１４０，６５６

（単位：円）
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（第２号議案関連）

貸借対照表
（平成２２年３月３１日現在）

一 般 会 計 （単位：円）

科 目 金 額

Ⅰ．資産の部
１．流動資産
現金預金 ３０，５４８，１６８
未収入金 ３０，０００
流動資産合計 ３０，５７８，１６８

２．固定資産
基本財産
金銭信託預金 ２，０００，０００
基本財産合計 ２，０００，０００
その他の固定資産
準会員学校預託金 １３４，４８６，４００
正会員学校預託金 ４８７，１４０，６５６
事業積立特定資産 ３２，１０３，９３７
通常会員会費特定資産 ３２，２００，０００
有価証券 ２，４３０，８３０
その他の固定資産合計 ６８８，３６１，８２３
固定資産合計 ６９０，３６１，８２３
資産合計 ７２０，９３９，９９１

Ⅱ．負債の部
１．流動負債
未払費用 ６，４９５，８８３
流動負債合計 ６，４９５，８８３

２．固定負債
準会員前受金 １３４，４８６，４００
正会員前受金 ４８７，１４０，６５６
固定負債合計 ６２１，６２７，０５６
負債合計 ６２８，１２２，９３９

Ⅲ．正味財産の部
正味財産 ９２，８１７，０５２
（うち当期正味財産増加額） （△３１，８４１，１１５）
負債及び正味財産合計 ７２０，９３９，９９１
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（第２号議案関連）

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券……移動平均法による原価法を採用し

ています。

（２）固定資産の減価償却

器具備品……定額法を採用しています。

（３）資金の範囲について

資金の範囲には，現金預金，未収入金，立替金，

仮払金，未払費用，仮受金，前受金及び預り金を

含めています。

２．基本財産の増加及びその残高は，次のとおり

です。

３．次期繰越収支差額の内容は，次のとおりです。

正味財産増減計算書
（平成２１年４月１日～平成２２年３月３１日）

一 般 会 計

増 加 原 因 の 部

科 目 金 額

会費収入
通常会員会費収入
予納会員会費収入
運用財産収入
受取利息配当金収入
預託金運用収入
準会員会計繰入収入
準会員会計繰入収入
寄付金収入
広告寄付金収入
その他寄付金収入
雑収入
見学・講演会収入
補助金収入
その他収入

６７，２３３，２００
９，７３３，２００
５７，５００，０００
５，５９８，０８３
５９８，０８３
５，０００，０００
５０，０００，０００
５０，０００，０００
７，８２５，７２０
７，２９５，０００
５３０，７２０

１１，０５１，１００
１７１，９００

１０，０００，０００
８７９，２００

増加原因の部合計 １４１，７０８，１０３

（単位：円）

減 少 原 因 の 部

科 目 金 額

事業費
会報発行費
名簿管理費
支部援助費
その他事業費
同窓会援助費
Web情報発信サービス
管理費
給与手当
委託費
慶弔費
旅費交通費
会議費
通信運搬費
印刷製本費
賃借料
消耗品費
雑費
固定資産除却損
減価償却額
寄付金支出

１０４，４８５，８９５
４７，４７７，６１０
３，６４６，４６２
１５，０５９，２２２
２２，０４２，６８６
１４，２１０，０００
２，０４９，９１５
１８，７２９，６８４
２，１６２，４７０
５，８２５，１０７
５５，７５０
１０５，１８０
３，９０１，０５３
３，２２８，５０３
７９，２７５

１，３７３，９１７
１，４６１，８５７
５３６，５７２
２７４，２１８
５９，４２１

５０，０００，０００

減少原因の部合計 １７３，５４９，２１８

当期正味財産増加額 △３１，８４１，１１５

前期繰越正味財産額 １２４，６５８，１６７

期末正味財産合計額 ９２，８１７，０５２

（単位：円）

科 目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

金銭信託預金 ２，０００，０００ ０ ０ ２，０００，０００

合 計 ２，０００，０００ ０ ０ ２，０００，０００

（単位：円）

科 目 前期末残高 当期末残高

現金預金 ３４，７２９，６４０ ３０，５４８，１６８

未収入金 １１０，０００ ３０，０００

立替金 １３８，６００ ０

合計 ３４，９７８，２４０ ３０，５７８，１６８

未払費用 １，３２４，２４７ ６，４９５，８８３

預り金 ３０，０００ ０

合計 １，３５４，２４７ ６，４９５，８８３

次期繰越収支差額 ３３，６２３，９９３ ２４，０８２，２８５
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（第２号議案関連）

監査意見

平成２１年度予算執行状況，財産の保全と運用状

況，会計処理状況を経理帳簿，証憑，銀行通帳等

により監査した結果，平成２１年度決算書は，適正

かつ正確に作成されていることを確認しました。

平成２２年４月１４日

監事 阿 久 津 功 �
窪 田 輝 巳 �
近 藤 史 生 �

財 産 目 録
（平成２２年３月３１日現在）

平成２１年度収支計算書
（平成２１年４月１日～平成２２年３月３１日）

一 般 会 計

資 産 の 部

科 目 金 額

Ⅰ 基本財産
住友信託銀行貸付信託

Ⅱ 運用財産
１．流動資産
�現金預金
�未収入金
２．固定資産
�学校預託金
準会員学校預託金
正会員学校預託金
�事業積立特定資産
�通常会員会費特定資産
�有価証券

２，０００，０００
２，０００，０００
７１８，９３９，９９１
３０，５７８，１６８
３０，５４８，１６８
３０，０００

６８８，３６１，８２３
６２１，６２７，０５６
１３４，４８６，４００
４８７，１４０，６５６
３２，１０３，９３７
３２，２００，０００
２，４３０，８３０

資 産 合 計 ７２０，９３９，９９１

（単位：円）

負 債 の 部

科 目 金 額

Ⅰ 流動負債
未払費用

Ⅱ 固定負債
�学校預託金
準会員前受金
正会員前受金

６，４９５，８８３
６，４９５，８８３
６２１，６２７，０５６
６２１，６２７，０５６
１３４，４８６，４００
４８７，１４０，６５６

負 債 合 計 ６２８，１２２，９３９

正 味 財 産 ９２，８１７，０５２

負債正味財産合計 ７２０，９３９，９９１

準会員事業基金特別会計

収 入 の 部

科 目 予 算 額 決 算 額 差 異

１．運用財産収入
２．奨学金返済収入
３．預託金繰入収入
４．特定資産取崩収入

１１，０００，０００
４，０００，０００
４，０００，０００
５０，０００，０００

１１，８２６，５９２
３，４８８，７４８
４，０００，０００
４９，９４０，０００

△８２６，５９２
５１１，２５２

０
６０，０００

当 期 収 入 合 計 ６９，０００，０００６９，２５５，３４０ △２５５，３４０

前期繰越収支差額１３，２７１，５４０１３，２７１，５４０ ０

収 入 合 計８２，２７１，５４０８２，５２６，８８０ △２５５，３４０

（単位：円）

支 出 の 部

科 目 予 算 額 決 算 額 差 異

１．事業費
クラブ活動補助費
全学行事補助費
卒入学記念品費
卒論発表会・就職セミナー
工学情報分担金
イベント協賛援助金
２．管理費
雑費
３．奨学金貸付支出
４．特定資産繰入支出
５．一般会計繰入支出
６．予備費

１５，９５０，０００
４，３５０，０００
４，５００，０００
２，８００，０００
３００，０００
２，０００，０００
２，０００，０００
１００，０００
１００，０００
５，５００，０００
１００，０００

５０，０００，０００
１，４００，０００

１２，６８６，７１０
４，２１５，８７５
３，９５３，８８０
２，０７４，４７２
４２，６８８

１，３９９，７９５
１，０００，０００
５４，９９２
５４，９９２

３，９６８，６５０
１０１，３０５

５０，０００，０００
０

３，２６３，２９０
１３４，１２５
５４６，１２０
７２５，５２８
２５７，３１２
６００，２０５
１，０００，０００
４５，００８
４５，００８

１，５３１，３５０
△１，３０５

０
１，４００，０００

当 期 支 出 合 計 ７３，０５０，０００ ６６，８１１，６５７ ６，２３８，３４３

当 期 収 支 差 額 △４，０５０，０００ ２，４４３，６８３△６，４９３，６８３

次期繰越収支差額 ９，２２１，５４０ １５，７１５，２２３△６，４９３，６８３

支 出 合 計 ８２，２７１，５４０ ８２，５２６，８８０ △２５５，３４０
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（第２号議案関連）

計算書類に対する注記

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券……移動平均法による原価法を採用し

ています。

（２）固定資産の減価償却

器具備品……定額法による減価償却を実施して

います。

（３）資金の範囲について

資金の範囲には，現金預金，未収入金，立替金，

仮払金，未払費用，仮受金，前受金及び預り金を

含めています。

２．次期繰越収支差額の内容は，次のとおりです。

貸借対照表
（平成２２年３月３１日現在）

正味財産増減計算書
（平成２１年４月１日～平成２２年３月３１日）

準会員事業基金特別会計 （単位：円）

科 目 金 額

Ⅰ．資産の部
１．流動資産
現金預金 １５，７１５，２２３
流動資産合計 １５，７１５，２２３
２．固定資産
その他の固定資産
奨学金 ２１，９３１，１２０
準会員事業基金 ４４，９４６，８２７
その他の固定資産合計 ６６，８７７，９４７
固定資産合計 ６６，８７７，９４７
資産合計 ８２，５９３，１７０

Ⅱ．負債の部
１．流動負債
２．固定負債
Ⅲ．正味財産の部
正味財産 ８２，５９３，１７０
（うち当期正味財産増加額） （△４６，９１５，１１０）
負債及び正味財産合計 ８２，５９３，１７０

準会員事業基金特別会計 （単位：円）

科 目 金 額

Ⅰ．増加原因の部
運用財産収入 １１，８２６，５９２
基金利息収入 ８１３，２２５
預託金運用収入 １０，０００，０００
受取利息収入 ９，３６７
基金売却差額収入 １，００４，０００
預託金繰入収入 ４，０００，０００
増加原因の部合計 １５，８２６，５９２

Ⅱ．減少原因の部
事業費 １２，６８６，７１０
クラブ活動補助費 ４，２１５，８７５
全学行事補助費 ３，９５３，８８０
卒入学記念品費 ２，０７４，４７２
卒論発表会・就職セミナー ４２，６８８
工学情報分担金 １，３９９，７９５
イベント協賛援助費 １，０００，０００
管理費 ５４，９９２
雑費 ５４，９９２
一般会計繰入支出 ５０，０００，０００
減少原因の部合計 ６２，７４１，７０２

当期正味財産増加額 △４６，９１５，１１０

前期繰越正味財産額 １２９，５０８，２８０

期末正味財産合計額 ８２，５９３，１７０

（単位：円）

科 目 前期末残高 当期末残高

現金預金 １４，３０５，４０６ １５，７１５，２２３

合計 １４，３０５，４０６ １５，７１５，２２３

未払費用 １，０３３，８６６ ０

合計 １，０３３，８６６ ０

次期繰越収支差額 １３，２７１，５４０ １５，７１５，２２３
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（第２号議案関連）

監査意見
平成２１年度予算執行状況，財産の保全と運用状

況，会計処理状況を経理帳簿，証憑，銀行通帳等

により監査した結果，平成２１年度決算書は，適正

かつ正確に作成されていることを確認しました。

平成２２年４月１４日

監事 阿 久 津 功 �
窪 田 輝 巳 �
近 藤 史 生 �

（評議員会・総会共通 第３号議案）

平成２２年度事業計画（案）

社団法人東京電機大学校友会（以下「校友会」

という。）は，明治４２年１０月２１日に発足した電機

学校同窓会を起源として，平成２１年１０月２１日に創

立１００周年を迎えた。

平成２１年度は，これを記念して，平成２１年１０月

１７日に挙行した「創立１００周年記念式典・講演・

祝賀会」をはじめとする「創立１００周年記念事業」

を実施した。

一方学園は，足立区北千住の東京千住キャンパ

ス創設に係る建設工事を本年２月に着工し，平成

２４年４月の開設に向けて着々と計画を遂行してい

る。そして学園は，「東京千住キャンパス創設の

推進」，学長のリーダーシップのもとに策定した

「東京電機大学グランドデザイン」の具現化，「財

政健全化」の“三位一体の改革”に積極的に取り

組み，次の１００年に向けた『新たな価値の創造』を

目指している。

学園に対する最大の支援組織である校友会は，

創立１００周年を契機に，国の公益法人制度改革に

伴う新法人への移行を睨みつつ，今後，確立され

た校友会を構築することを目的として，本事業計

画を策定する。

１．校友会員に対するサービスの充実

校友会員に対する各種サービスをこれまで以上

に検証し，会員にとって時代に即した更なる魅力

あるサービスが展開できるよう鋭意検討し実現を

目指す。

なお，校友会員に対するサービスの基礎となる

通常会員の増強について，引き続き会員拡張に努

めるとともに財政の健全化を図る。

また，通常会員の増加目標を１，０００名とする。

（１）会誌・工学情報の定期発行

工学情報の体裁を昨年の秋号である１００周年特

集号からA４版に改め，会員を対象に定期的に年

４回発行する。

なお，冬号をサービス号と位置付け，会員でな

い住所判明者に発送して校友会への加入を呼び掛

けている。

また，工学情報を広く公開することを目指し，

学園の PRに努める。

（２）卒業生バックアップセンターへの卒業生登

録の推進

「卒業生バックアップセンター」は卒業生相互

のコミュニティ機能を有しており，この機能の有

効性を積極的に広報し，転職希望者のみならず卒

業生の登録増加の推進に傾注したい。転職希望者

財 産 目 録
（平成２２年３月３１日現在）

準会員事業基金特別会計

資 産 の 部

科 目 金 額

Ⅰ 運用財産
１．流動資産
�現金預金
２．その他の固定資産
�奨学金貸付 ６１名
�準会員事業基金

１５，７１５，２２３
１５，７１５，２２３
６６，８７７，９４７
２１，９３１，１２０
４４，９４６，８２７

資産合計 ８２，５９３，１７０

（単位：円）

負 債 の 部

科 目 金 額

Ⅰ 流動負債

１．流動負債 ８２，５９３，１７０

正 味 財 産 ８２，５９３，１７０

負 債 合 計 ８２，５９３，１７０
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への情報提供サイトの設置を端緒とした「卒業生

バックアップセンター」は，社会的経済不況の影

響を受けて求人協力企業の登録に伸び悩みがみら

れるが，引続きその勧誘に努める。

なお，これまでの課題である「転送メールアド

レスの提供」は，「卒業生バックアップセンター」

の基盤設計に関連して改めて検討する。

（３）会員への斡旋事業

次の斡旋事業を展開する。

①学園図書館の利用斡旋

②学術図書雑誌の購入斡旋

③法律，特許相談の斡旋

④校友会員限定の特別割引物品の斡旋

（４）ホームページからの加入促進の積極的広報

の実施

校友会ならびに卒業生バックアップセンターの

ホームページから，即時，クレジットカード決済

にて校友会費の納入が可能となった。

これを積極的に広報し，会員拡張に繋げたい。

併せて，コンビニ決済についても継続的に検討

する。

２．校友会活動の活性化

校友会員向けの活動として，次の事業を行う。

（１）支部活動の活性化

県支部，地方支部の活発な活動が校友会の活性

化に繋がるという考えから，県支部，地方支部総

会に校友会の役員が出席し，校友会活動および学

園の近況報告を行うとともに地方会員との交流を

図り支部活動を支援する。

一方，東京都支部の在り方については，改めて

検討に着手し始めたところである。

（２）職域電機会の活性化と新規設立の誘導

職域電機会の設立について，機会ある度に企業

に対して要請を行っているがなかなか実を結ばな

い現状がある。しかしながら，職域電機会への積

極的な活動を支援することは，県支部との緊密な

連携および会員相互の親睦を深めることにも繋が

ると理解し不断の努力を続ける。

また，学園・産官学交流センターと協調し，技

術相談への支援策として，技術士の資格を有する

卒業生の組織について設立を目指す。

（３）同窓会活動への支援

大学同窓会，中学・高等学校同窓会，電機学校

同窓会の活動に対し，支援ならびに協力をする。

（４）留学生OBとの連携

昨年度に引き続き，これを通じて，留学生が校

友会に対する関心と理解を深めると同時に，学園

への帰属意識の高揚を図りたい。

（５）県支部連絡協議会の活性化

組織管理委員会より，県支部の活動状況等につ

いて横断的に意見交換できる会議体として「県支

部連絡協議会」の設置を理事会に提案し了承され

た。平成２１年度は福岡県支部総会に合わせてこれ

を開催した。平成２２年度においては複数の地域で

開催し，「県支部連絡協議会」の活性化を図る。

３．準会員への支援

校友会では，例年，準会員である学園の学生・

生徒に対して数多くの支援を行っており，今後も

その支援体制は継続していく。

とりわけ，平成２２年度は社会的経済不況による

学費支弁に困窮している準会員への新電気奨学金

貸与の予算を増額する。

また，メディアに登場して学園を広く広報する

イベントに対して支援する「イベント協賛援助」

を継続する。

なお，例年実施している準会員への支援事業は

次のとおりである。

①クラブ活動補助

②全学行事補助

③卒業式・入学式記念品補助

④卒論発表会・就職セミナー等支援

⑤準会員向け工学情報（KJ）発行

⑥東京電機大学校友会・新電気奨学金貸付

⑦イベント協賛援助

NHKロボットコンテスト等メディアを介して

学園の広報活動に繋がるようなイベントを支援す

る。

４．法人としての公益活動と今後の課題

（１）公益活動

本校友会は，学園の発展に協力すると同時に，

会員相互の親睦と研修を図る一方で，社団法人と

して社会一般への教育，学術，文化発展に寄与す

ることを目的とする法人である。

現在の特例民法法人として行っていく公益事業

は，次のとおりである。

①公開講演会の主催，共催，後援（地方会場での

開催を含む）

②見学会の主催，共催，後援

③学園主催の公開講座（ME講座，マセマティカ
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講座，ロボット製作講座等）の協賛

④大学院博士・修士論文発表会協賛

⑤その他事業への支援

（２）今後の課題

学園との連携において，これまで慣例的に進め

てきた事柄について学園との十分な協議を重ね，

その手続きについて整備を行う。

また，国の公益法人制度改革に伴う新法人への

移行が余儀なくされ，平成２５年１１月３０日までに移

行手続きを完了しなければならない。このため，

平成２１年度は理事会の下に「法人移行準備委員会」

を設置し検討を重ねてきた。平成２２年度は，法人

移行への課題を具体的に洗い出し更なる検討を進

める。

５．校友会創立１００周年記念事業のフォロー

創立１００周年記念事業として，昨年度実施に至

らなかった工学情報の電子ファイル化を行う。

これは，これまで発行された工学情報を電子フ

ァイル化しホームページを介して会員に披露する

とともに，会員の増強に繋げることを目的とする。

６．東京千住キャンパス創設事業募金への協力

東京千住キャンパス創設事業が円滑に遂行でき

るように，卒業生向けの募金活動について，工学

情報やホームページを用いて広報し，また，校友

会総会，支部総会，全国支部長会や職域電機会会

長会等を通じ，引き続き積極的に募金への協力要

請を行う。

また，校友会ホームページを介して東京千住キ

ャンパスの工事進捗状況が見られるようにライブ

カメラの設置等を計画する。

７．学園との連携強化

（１）学生募集の支援

学園が学部・学科を再編成し教育研究の特色

化，個性化を図り，新しい時代の社会的要請に応

えようと努めているところであり，校友会として

は，そのような現状を踏まえて，学園との更なる

連携を図り，教職校友会ならびに地方支部を通じ

学生募集を支援する。

（２）経営同友会の運営への協力

経営同友会は学園と産業界で活躍されている校

友の方々との間にネットワークを構築し，会員企

業ならびに学園および校友の発展を目指すことを

目的に設立された組織である。

校友会では，学園と校友との連携の重要性を鑑

みて，経営同友会の企画・運営する講演会等のイ

ベント開催に協力する。

以 上

（評議員会・総会共通 第４号議案）

平成２２年度予算（案）

収支予算書の変更について

平成２２年度予算は，平成２０年度改正の公益法人

会計基準に則り，従来，一般会計と準会員会計に

分かれていたものを決算書の明瞭性，一覧性を確

保するため合算して作成しております。

下記の説明をご参照ください。

記

１．新収支予算書は，３区分して作成することにな

りました。３区分とは，

・事業活動収支の部……事業取引の状況で投資

活動，財務活動以外の

活動です。

・投資活動収支の部……特定資産や設備投資の

増減活動です。

・財務活動収支の部……借入金等の増減活動で

す。

２．事業活動収入

学園からの預託金運用収入は，より適正に表示

するため，資産運用収入から補助金等収入の学園

助成金収入に変更しております。

見学・講演会収入も，事業活動と位置付け，雑

収入から事業収入に変更しております。

３．事業活動支出

事業目的別の科目を作成しております。従来の

準会員会計のクラブ活動援助費からイベント協賛

援助費が含まれています。

４．管理費支出

科目を発生形態別に分類し，給与手当支出と言

うように科目に～支出を付けております。

５．準会員会計繰入収入，寄付金支出，一般会計

繰入支出

前年度に収支のあった準会員会計繰入収入や寄
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付金支出，一般会計繰入支出は，投資活動でも財

務活動でもないので事業活動収支の部に記載し，

並列の科目で例外的に表示しております。

６．投資活動収支の部

事業積立特定資産等の特定資産や奨学貸付金等

の収支を表示しております。

平成２２年度 収支予算書（案）
（平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日）

科 目 一般会計 準会員会計 予算額 前年予算額 差 異

Ⅰ 事業活動収支の部

１．事業活動収入

会費収入 ７１，２００，０００ ０ ７１，２００，０００ ６７，５００，０００ ３，７００，０００

通常会員収入 １３，０００，０００ ０ １３，０００，０００ １０，０００，０００ ３，０００，０００

予納会員収入 ５８，２００，０００ ０ ５８，２００，０００ ５７，５００，０００ ７００，０００

事業収入 ５００，０００ ０ ５００，０００ ０ ５００，０００

見学・講演会費収入 ５００，０００ ０ ５００，０００ ０ ５００，０００

資産運用収入 ４００，０００ １，０００，０００ １，４００，０００ １６，４００，０００ △１５，０００，０００

受取利息配当金収入 ４００，０００ １，０００，０００ １，４００，０００ １，４００，０００ ０

預託金運用収入 ０ ０ ０ １５，０００，０００ △１５，０００，０００

補助金等収入 ５，０００，０００ １０，０００，０００ １５，０００，０００ ０ １５，０００，０００

学園助成金収入 ５，０００，０００ １０，０００，０００ １５，０００，０００ ０ １５，０００，０００

預託金取崩収入 ０ ４，０００，０００ ４，０００，０００ ４，０００，０００ ０

準会員預託金取崩収入 ０ ４，０００，０００ ４，０００，０００ ４，０００，０００ ０

寄付金収入 ４，３００，０００ ０ ４，３００，０００ ８，０００，０００ △３，７００，０００

工学情報広告収入 ３，７００，０００ ０ ３，７００，０００ ７，４００，０００ △３，７００，０００

その他寄付金収入 ６００，０００ ０ ６００，０００ ６００，０００ ０

雑収入 ６０，０００ ０ ６０，０００ １０，５６０，０００ △１０，５００，０００

見学・講演会費収入 ０ ０ ０ ５００，０００ △５００，０００

補助金収入 ０ ０ ０ １０，０００，０００ △１０，０００，０００

その他収入 ６０，０００ ０ ６０，０００ ６０，０００ ０

準会員会計繰入収入 ０ ０ ０ ５０，０００，０００ △５０，０００，０００

準会員会計繰入収入 ０ ０ ０ ５０，０００，０００ △５０，０００，０００

事業活動収入計 ８１，４６０，０００ １５，０００，０００ ９６，４６０，０００ １５６，４６０，０００ △６０，０００，０００

２．事業活動支出

事業費支出

会報発行費支出 ３６，７２０，０００ ０ ３６，７２０，０００ ４４，０８０，０００ △７，３６０，０００

名簿管理費支出 ４，７００，０００ ０ ４，７００，０００ ４，７００，０００ ０

Web情報発信サービス費支出 ５，０１０，０００ ０ ５，０１０，０００ ３，６３０，０００ １，３８０，０００

見学・講演会・法律相談費支出 ２，８５０，０００ ０ ２，８５０，０００ ０ ２，８５０，０００

支部援助費支出 １６，２５０，０００ ０ １６，２５０，０００ １９，２５０，０００ △３，０００，０００

同窓会援助費支出 １２，７２８，０００ ０ １２，７２８，０００ １４，３６４，０００ △１，６３６，０００

クラブ活動援助費支出 ０ ４，３５０，０００ ４，３５０，０００ ４，３５０，０００ ０

全学行事援助費支出 ０ ４，５００，０００ ４，５００，０００ ４，５００，０００ ０

卒入学記念品費支出 ０ ２，８００，０００ ２，８００，０００ ２，８００，０００ ０

卒論発表会・就職セミナー費支出 ０ ３００，０００ ３００，０００ ３００，０００ ０

工学情報分担金支出 ０ ２，０００，０００ ２，０００，０００ ２，０００，０００ ０

イベント協賛援助費支出 ０ ２，０００，０００ ２，０００，０００ ２，０００，０００ ０

その他事業費支出 ３，９００，０００ ０ ３，９００，０００ ２４，９００，０００ △２１，０００，０００

事業費支出計 ８２，１５８，０００ １５，９５０，０００ ９８，１０８，０００ １２６，８７４，０００ △２８，７６６，０００

（単位：円）
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科 目 一般会計 準会員会計 予算額 前年予算額 差 異

管理費支出

給与手当支出 ２，３００，０００ ０ ２，３００，０００ ２，３００，０００ ０

委託費支出 ７，１６０，０００ ０ ７，１６０，０００ ５，９００，０００ １，２６０，０００

消耗品費支出 １，８００，０００ ０ １，８００，０００ １，８００，０００ ０

旅費交通費支出 １５０，０００ ０ １５０，０００ １５０，０００ ０

会議費支出 ４，９９０，０００ ０ ４，９９０，０００ ５，４９０，０００ △５００，０００

通信運搬費支出 ３，０００，０００ ０ ３，０００，０００ ３，０００，０００ ０

印刷製本費支出 １，０００，０００ ０ １，０００，０００ ２００，０００ ８００，０００

賃借料支出 １，５３６，０００ ０ １，５３６，０００ １，５３６，０００ ０

慶弔費支出 ４００，０００ ０ ４００，０００ ４００，０００ ０

雑費支出 １，５５０，０００ １００，０００ １，６５０，０００ ９００，０００ ７５０，０００

管理費支出計 ２３，８８６，０００ １００，０００ ２３，９８６，０００ ２１，６７６，０００ ２，３１０，０００

寄付金支出

学園創立１００周年寄付金支出 ０ ０ ０ ５０，０００，０００ △５０，０００，０００

一般会計繰入支出 ０ ０ ０ ５０，０００，０００ △５０，０００，０００

事業活動支出計 １０６，０４４，０００ １６，０５０，０００ １２２，０９４，０００ ２４８，５５０，０００ △１２６，４５６，０００

事業活動収支差額 △２４，５８４，０００ △１，０５０，０００ △２５，６３４，０００ △９２，０９０，０００ ６６，４５６，０００

Ⅱ 投資活動収支の部

１．投資活動収入

事業積立金特定資産取崩収入 ０ ０ ０ １０，０００，０００ △１０，０００，０００

校友会１００周年積立金取崩収入 ０ ０ ０ １２，０００，０００ △１２，０００，０００

通常会員会費特定資産取崩収入 ７，０００，０００ ０ ７，０００，０００ ０ ７，０００，０００

準会員基金取崩収入 ０ ０ ０ ５０，０００，０００ △５０，０００，０００

奨学金返済収入 ０ ４，０００，０００ ４，０００，０００ ４，０００，０００ ０

投資活動収入計 ７，０００，０００ ４，０００，０００ １１，０００，０００ ７６，０００，０００ △６５，０００，０００

２．投資活動支出

事業積立特定資産取得支出 ０ ０ ０ ０ ０

通常会費積立特定資産取得支出 ０ ０ ０ ０ ０

準会員基金特定資産取得支出 ０ １００，０００ １００，０００ １００，０００ ０

奨学金貸付支出 ０ ６，５００，０００ ６，５００，０００ ５，５００，０００ １，０００，０００

投資活動支出計 ０ ６，６００，０００ ６，６００，０００ ５，６００，０００ １，０００，０００

投資活動収支差額 ７，０００，０００ △２，６００，０００ ４，４００，０００ ７０，４００，０００ △６６，０００，０００

Ⅲ 財務活動収支の部

１．財務活動収入 ０ ０ ０ ０ ０

２．財務活動支出 ０ ０ ０ ０ ０

Ⅳ 予備費支出 １，０００，０００ １，４００，０００ ２，４００，０００ ３，４００，０００ △１，０００，０００

当期収支差額 △１８，５８４，０００ △５，０５０，０００ △２３，６３４，０００ △２５，０９０，０００ １，４５６，０００

前期繰越収支差額 ２４，０８２，２８５ １５，７１５，２２３ ３９，７９７，５０８ ４６，８９５，５３３ △７，０９８，０２５

次期繰越収支差額 ５，４９８，２８５ １０，６６５，２２３ １６，１６３，５０８ ２１，８０５，５３３ △５，６４２，０２５

注記
収支予算書は当年度から「公益法人会計における内部管理事項について」（平成１７年３月２３日 公益法人等の指導監督
等に関する関係省庁連絡会議幹事会申合わせ）に示された３区分の様式により作成しています。
なお，前年度予算額は，前年度の収支予算書の科目を当年度予算額の科目に対応させて表示しています。

（単位：円）
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①同窓会
並びに電機会

②理事会 備考

推薦母体数 ９４件 １件

回
答
数

総 数 ４６件 ----------
理事９名，
監事１名

候補者指名 ７件 ----------

理事会一任 ３９件 ----------

評議員会における理事・監事の選出について
①候補者各位の心情を配慮し，氏名は公表せず
人数のみとする。
②理事・監事選考委員会を設置し，当委員会に
選考を委ね，その結果を評議員会に報告し承
認を得る。
③理事・監事選考委員会の構成は，次のとおり
とする。
各校（大学・短大，中学・高等学校，電機学
校）卒業生より各々２名，並びに評議員会議
長，理事長，常務理事の合計９名とする。
④各校卒業者の選考委員は，事前に同窓会を通
じて選出を依頼し，評議員会において承認を
得る。

（評議員会・総会共通 第４号議案）

（評議員会・総会共通 第５号議案）

その他

別紙資料参照。

（評議員会 第６号議案）

理事・監事の候補者推薦について

【定款第１３条第１項第一号理事】

１．候補者の推薦は，定款施行細則第３条の定め

るところにより以下のとおり

① 同窓会並びに支部・電機会

② 理事会

２．推薦状況

３．第６４３回定例理事会（平成２２年４月２０日開催）

決定事項

候補者数は，理事改選・監事改選とも定数どお

りであるが，慎重審議の結果，評議員会には下記

のとおり提案することを決定した。

常務理事の推薦について

１．第６４３回定例理事会（平成２２年４月２０日開催）

において推薦された理事

【定款第１３条第１項第三号理事】

阿部 陽一（東京電機大学校友会事務局顧問）

会務報告（概要）

１．定例理事会（議事録：「工学情報」に順次掲

載済）

○第６３４回 平成２１年４月２１日（火）

議題１．前回議事録の承認

議題２．平成２０年度決算の承認並びに監査報告に

ついて

議題３．平成２１年度事業計画（案）の一部変更に

ついて

議題４．平成２０年度事業報告の承認について

議題５．第１１９回評議員会・第６４回総会および懇

親会次第について

議題６．平成２１・２２年度評議員候補者について

議題７．平成２１年度理事・監事候補者の推薦及び

就任日について

議題８．創立１００周年事業計画委員会式典担当委

員長の委嘱について

議題９．工学情報「校友会創立１００周年特集号」編

集委員長の委嘱について

議題１０．その他

報告事項

報告１．校友会費積立金の預託に関する覚書につ

いて

学校預託金の内訳
（平成２２年３月末日参照）

（単位：円）

期首残高 増 加 減 少 期末残高

準会員会費学校預託金 １３４，４８６，４００ ６８，０００，０００ ６４，０００，０００ １３８，４８６，４００

正会員会費学校預託金 ４８７，１４０，６５６ ６０，０００，０００ ５８，２００，０００ ４８８，９４０，６５６
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報告２．校友会への出向等に関する覚書について

○第６３５回 平成２１年６月１日（月）

議題１．正・副理事長選出について

議題２．各委員会委員長並びに委員の選任につい

て

○第６３６回 平成２１年６月９日（火）

議題１．前々回・前回議事録の承認

議題２．平成２１年度事業計画の実行担当について

議題３．法人移行に係わる顧問契約締結について

議題４．校友会館の課税負担について

議題５．その他

報告事項

報告１．校友会イベント協賛申請について

報告２．新キャンパス創設に係わる事業パート

ナーについて

報告３．平成２１年度前期内部監査の実施について

○第６３７回 平成２１年７月２１日（火）

議題１．前回議事録の承認

議題２．平成２１年度全国支部長会実施概要（案）

議題３．校友会創立１００周年記念式典・祝賀会実

施概要（案）

議題４．平成２１年度研修見学会の実施について

議題５．県支部連絡協議会の実施について

議題６．学園への寄付金支出に係わる債券の売却

について

議題７．高砂熱学工業電機会設立の承認について

議題８．その他

○第６３８回 平成２１年９月１５日（火）

議題１．前回議事録の承認

議題２．校友会創立１００周年記念式典・祝賀会業

務分担の一部変更（案）

議題３．校友会創立１００周年記念式典・記念講演

会および記念祝賀会招待状の出欠回答状

況について

報告事項

報告１．校友会創立１００周年史について

報告２．全国支部長会の出欠状況について

○第６３９回 平成２１年１０月６日（火）

議題１．前回議事録の承認

議題２．校友会創立１００周年記念式典等業務マニ

ュアルについて

議題３．校友会創立１００周年記念事業に係わる予

算執行状況について

議題４．年末役員懇談会の開催について

○第６４０回 平成２１年１１月１０日（火）

議題１．前回議事録の承認

議題２．平成２１年度上半期収支決算および監査に

ついて

議題３．金銭の出納に係る取り扱い（暫定版）

議題４．校友会１００年史およびリクルート情報誌

発行業務の発注について

議題５．校友会創立１００周年記念式典・講演・祝

賀会実施報告

議題６．校友会創立１００周年記念事業に係る予算

執行状況について

議題７．校友会創立１００周年事業計画委員会年史

編纂担当委員長の解嘱について

議題８．校友会創立１００周年事業計画委員会式典

担当委員長の解嘱について

議題９．全国支部長会の対応（議事要旨）につい

て

議題１０．電機学校同窓会の運営に関する校友会の

対応について

○第６４１回 平成２１年１２月１日（火）

議題１．前回議事録の承認

議題２．学園卒業者評議員候補者の推薦について

議題３．第６回職域電機会長会の実施について

議題４．校友会年間会議スケジュールについて

議題５．事業計画立案依頼について

議題６．その他

○臨時理事会 平成２２年１月２８日開催

議題１．前回議事録の承認

議題２．工学情報「創立１００周年特集号」の発注

について

議題３．１００周年記念事業に係わる予算執行状況

について

議題４．電機学校同窓会の運営に関する校友会の

対応について

議題５．工学情報「校友会創立１００周年特集号」編

集委員長の解嘱について

議題６．その他

○第６４２回 平成２２年３月２日（火）

議題１．前回議事録の承認
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議題２．平成２２年度事業計画（案）

議題３．平成２２年度予算（案）

議題４．校友会年間会議スケジュールについて

（再）

議題５．第１２０回評議員会・第６５回総会次第（案）

議題６．山武電機会設立の承認について

議題７．その他

報告事項

報告１．文部科学省実査報告

報告２．学園との連携に係わる打合せ

２．評議員会・総会（議事録：「工学情報」に掲

載済）

第１１９回 評議員会 平成２１年５月２３日（土）

第６４回 総 会 平成２１年５月２３日（土）

３．各委員会（省略）

各校卒業者（住所判明者）並びに校友会員数
（平成２２年３月３１日現在）

地方別内訳
（平成２２年３月３１日現在）

電機学校 中学・高校 大学院・大学・短大 合計

住所判明者 ４，６９１ １１，３１４ ６３，６７４ ７９，６７９

会 員 数 ８７５ ２，３８３ ２６，２９５ ２９，５５３

（備考）会員数＝会費台帳による数。最終卒業をもって正会員登録。

県 名 住所判明者数 会員数 県 名 住所判明者数 会員数 県 名 住所判明者数 会員数

北 海 道
青 森 県
岩 手 県
宮 城 県
秋 田 県
山 形 県
福 島 県
茨 城 県
栃 木 県
群 馬 県
埼 玉 県
千 葉 県
東 京 都
神奈川県
新 潟 県
富 山 県
石 川 県

４６６
１８３
２３７
４１６
２２１
２３７
６２４
２，６９０
１，５２７
１，５９６
１６，７９２
９，５７２
２４，０２２
９，８９８
９１１
６８９
２７７

１４５
７５
８０
１６８
８１
９４
２８０
１，１３８
６３５
６６７
６，８４５
３，７１１
８，９０８
３，０１２
３２３
１８８
８４

福 井 県
山 梨 県
長 野 県
岐 阜 県
静 岡 県
愛 知 県
三 重 県
滋 賀 県
京 都 府
大 阪 府
兵 庫 県
奈 良 県
和歌山県
鳥 取 県
島 根 県
岡 山 県
広 島 県

１０６
７５６
１，４７３
２５２
２，１１５
８３５
２５３
８７
１１９
２８０
３１８
６６
６５
５３
５４
１５７
３５１

４２
２９６
４６１
７１
６８４
２５８
８６
２８
４６
１０４
９３
１８
１３
２５
２２
４１
１４１

山 口 県
徳 島 県
香 川 県
愛 媛 県
高 知 県
福 岡 県
佐 賀 県
長 崎 県
熊 本 県
大 分 県
宮 崎 県
鹿児島県
沖 縄 県
そ の 他

１５３
１２３
１５２
１４６
１２４
３３１
６９
１２２
１１１
１３３
１１０
１３６
１３７
１３４

５８
３４
５７
５６
５４
１２７
２０
４４
３６
６１
３２
４３
５１
１７

合 計 ７９，６７９ ２９，５５３
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平成２１年開催 総会・クラス会

開催日 内 容

２１．４．４

１１

〃
１８
〃
〃
２５
〃

５．９

１２

１６
１７

１８

２３

３０
６．３
５
〃

〃
６
〃

１２
１３
〃
１４

１７

２０
〃
〃
〃
２１
２３
２７
〃
〃

〃
２８

７．３
４
〃

１８

２２

高校 S２９ 定時制電気科電気機器課程卒ク
ラス会
大学 S３９ 工学部第一部電子工学科卒クラ
ス会
電機学校同窓会特別定期総会
高校 S４１ 全日制電子科１組卒クラス会
高校 S４２ 全日制普通科４組卒クラス会
商工懇話会春季総会
大学同窓会総会・講演会
大学 S５２ 工学部第二部電気通信工学科卒
クラス会
高校 S３６ 全日制電気科電気通信課程２組
卒クラス会
大学 S４１ 工学部第一部応用理化学科卒ク
ラス会
高校 S４８ 全日制電子科１組卒クラス会
高校 S２７ 定時制電気科電気通信課程，電
力課程，電気機器課程卒合同クラス会
大学 S３１ 工学部第一部電気工学科卒クラ
ス会
第６４回総会，第１１９回評議員会，第６３５回定例
理事会
埼玉県支部総会
東管神奈川電機会総会
京三電機会総会
二工 S２２ 第一本科 電気科，通信科，機
械科卒合同クラス会
日本電波工業電機会総会
中・高同窓会総会
高校 S３４ 全日制電気科電力課程２組卒ク
ラス会
東光電気工事電機会総会
短大縦の会総会
千葉県支部総会
大学 S３４ 工学部第一部電気工学科卒クラ
ス会
高校 S３２ 全日制電気科電気機器課程３組
卒クラス会
神奈川県支部総会
教職校友会埼玉支部総会
教職校友会総会
教職校友会東京支部総会
岐阜県支部総会
一工 S２３ 第一本科電気科卒クラス会
あぶの会総会
石川県支部総会
大学工学部建築学科ABUの会学科別同窓会
（縦の会）
短大H１ 電気科第二部卒クラス会
茨城県支部総会
東管支部総会
教職校友会神奈川支部総会
大学 S２７～２９ 工学部第一部電気工学科，工
学部第一部電気通信工学科卒合同クラス会
大学 S４７ 工学部第一部電気工学科卒クラ
ス会
工専 S２５ 電気科卒，大学 S２７工学部第一
部電気工学科卒合同クラス会

開催日 内 容

２２

２５
８．８
９
２２

９．１
２
５

１１
１２
２６

１０．２
〃
８
１０
〃

１６
１７
〃

〃

２２

２５

２６
３１
〃

１１．２

７

８
１３
１４

〃
〃
１８
１９
〃
２１
〃
〃
２３

２８

〃

〃

〃

高校 S２９ 全日制電気科電気計測課程卒ク
ラス会
高校H１５ 全日制普通科５組卒クラス会
青森県支部総会
教職校友会静岡支部総会
新潟電機会総会
東管支部東京南電機会総会
高砂熱学工業電機会総会
大学 S４３ 工学部第二部電気工学科卒クラ
ス会
高校 S２６ 全日制電気科１組卒クラス会
三重県支部総会
福岡県支部総会
沖電気電機会総会
商工懇話会秋季総会
日立プラントテクノロジー電機会総会
高校 S４２ 全日制電気科３組卒クラス会
大学 S３５ 工学部第一部電気工学科，工学
部第一部電気通信工学科卒合同クラス会
二工 S２４ 第一本科電気科卒クラス会
校友会創立１００周記念式典・祝賀会
高校 S３４ 全日制電気科電力課程１組卒ク
ラス会
大学 S４４ 工学部第一部応用理化学科卒ク
ラス会
高校 S２６ 全日制電気科電気機器課程卒ク
ラス会
大学 S３０ 工学部第一部電気工学科，工学
部第一部電気通信工学科卒合同クラス会
工専 S２６ 電気科卒クラス会
高校H３ 全日制電子科１組卒クラス会
栃木県支部総会
大学 S３２ 工学部第一部電気工学科卒クラ
ス会
大学 S４２ 工学部第二部機械工学科卒クラ
ス会
二工 S２４ 第一本科電気科３組卒クラス会
川北電気工業電機会総会
高校 S２６ 定時制電気科電力課程B組卒ク
ラス会
新潟県央電機会総会
長崎県支部総会
民間放送校友会総会
関電工電機会総会
工専 S２５ 通信科卒クラス会
高校 S４１ 全日制電子科２組卒クラス会
鹿児島県支部総会
短大 S３３ 電気科第二部卒クラス会
大学 S３４ 短期大学電気科第二部卒クラス
会
高校 S３７ 定時制電気科電力課程卒クラス
会
高校 S４１ 定時制電気科電力課程１組卒ク
ラス会
大学 S３４ 工学部第二部電気工学科卒クラ
ス会
大学理工学部建設工学科・建設環境工学科
鳩萃会学科別同窓会（縦の会）
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開催日 内 容

１２．５
７
１０

１２
〃
１９
〃

２１
２６

２２．１．１２

１６
２３
〃

〃

２９

２．８

１８

２３
２５
２７

３．３
６

１２

１３
１６
２１
２８

山陰支部総会
二工 S２４ 第一本科機械科卒クラス会
大学 S４０ 工学部第一部電気通信工学科卒
クラス会
大学 S５６ 理工学部建設工学科卒クラス会
大分県支部総会
宮崎県支部総会
大学 S４１ 工学部第一部電気通信工学科卒
クラス会
東管支部東京西電機会総会
高校H８ 全日制普通科３組卒クラス会
大学 S３４ 工学部第一部電気通信工学科卒
クラス会
電磁電機会総会
高校 S３９ 全日制普通科２組卒クラス会
大学 S３５ 短期大学電気科第二部，S３８工学
部第二部電気工学科卒合同クラス会
大学理工学部電子情報工学科 APPLES学
科別同窓会（縦の会）
大学 S３３ 工学部第一部電気工学科，工学
部第一部電気通信工学科，工学部第二部電気
工学科卒合同クラス会
高校 S２７ 全日制電気科電力課程３組卒ク
ラス会
大学 S４２ 工学部第一部応用理化学科卒ク
ラス会
高校H１８ １年時普通科４組のクラス会
高校H２０ 全日制普通科１２組卒クラス会
大学 S４５ 工学部第一部精密機械工学科卒
クラス会
東管支部千葉電機会総会
高校 S３５ 全日制電気科電力課程１組卒ク
ラス会
大学 S５０ 工学部第一部建築学科卒クラス
会
三菱電機会総会
高校H１８ 全日制普通科６組卒クラス会
富山県支部総会
大学 S３６ 工学部第二部電気工学科卒クラ
ス会
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社団法人 東京電機大学校友会 

第 120 回評議員会 

第 65 回総  会  

(別冊資料) 

 

日 時 平成 22 年 5 月 22 日（土） 13 時 00 分～14 時 50 分 

場 所 東京電機大学東京神田キャンパス 7 号館 1 階 丹羽ホール 

議 案 評議員会・総会共通 第 5 号議案 その他 

（１）社団法人東京電機大学校友会の法人移行について 

（２）社団法人東京電機大学校友会定款の一部変更について（報告） 

以 上 



(評議員会・総会共通 第 5 号議案 その他) 

 

（１）社団法人東京電機大学校友会の法人移行について 

 

 新公益法人法の施行により、現行社団法人は、平成 25 年 11 月 30 日まで

に新法人に移行しなければならず、移行しないときは解散したものと見なさ

れます。 

そのため、社団法人東京電機大校友会（以下、「校友会」という。）も新法

人への移行が余儀なくされることから、新法人への移行について下記のとお

り提案いたします。 

記 

１．一般社団法人を選択 

校友会は、「公益社団法人」および「一般社団法人」のうち、「一般社団

法人」への移行を目指す。（別紙「新社団法人移行の選択肢」参照） 

２．一般社団法人を選択する理由 

①公益目的事業比率 50％の達成は困難であると考える。 

②遊休財産額保有制限を遵守できないと考える。 

③校友会は収益事業を行っていないため税制上の不利益はないと考え

る。 

３．移行するために今後検討・解決すべき重点課題 

①公益目的支出計画を遂行するために、新たな公益目的事業を創設する。 

②総会成立要件を充足するための具体的検討。 

４．定款作成、組織設計上の留意点 

  ①組織設計および役員の任期 

  ②支部、同窓会、職域電機会の位置付け 

  ③総会決議事項の検討 

５．移行スケジュール（案） 

  別紙「法人移行スケジュール（案）」参照 

以 上 

 

1 / 11



 
 

補足資料 
新社団法人移行の選択肢 

 
 

  現社団法人 

 （特例民法法人） 

 

 
 

             

 一般社団法人  新社団法人   

                              
                                                           

                         

  公益社団法人  

 
 

１．公益社団法人の要点 

      ①公益目的事業のために総費用の５０％以上を費やす義務を持つ。 

     ②非課税範囲が拡大される。 

   ③「公益」という名称からもたらされる社会的信用が得られる。 

     ④遊休財産が制限される。（公益目的事業１年分の事業費以内に制限される。） 

     ⑤毎年、認定基準に適合しているかどうか行政庁のチェックを受ける。 

   ⑥公益認定を取り消された場合は、「公益目的取得財産残額」を他の公益法人等に 

    譲渡しなければならない。 

 

２．一般社団法人の要点 

   ①公益性は問われず、事業種類の制限がない。 

     ②行政庁による監督はない。 

   ③保有財産の制限はない。 

   ④原則課税される。 

 

３．一般社団法人へ移行する際の「公益目的支出計画」について 

これまで保有していた財産は、そのまま保有し続けることができるが、移行時に保有し

ている財産は、それまで公益法人として取得し、税優遇の恩恵を受けながら蓄財したもの

であるから、法人の自由な意思決定で処分することはできない。 

 新法人への移行に際して、現有財産を公益のための事業に費消する計画（公益目的支出

計画）を策定し、その計画が終了するまで監督官庁の監督を受ける。 
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申請書類提出期限：平成25年11月30日

実施時期 機　関 実施内容

平成21年6月
～

平成22年3月
準備委員

①事業の公益性判断
②公益認定基準との適合性判断
③公益法人、一般法人選択のメリット、デメリットの整理と選択すべき法人区分の方向性の決定
④課題の整理
⑤機関設計上（組織を形成する上で）の留意点等諸問題の検討

平成22年4月20日 理事会
①現行定款の一部変更の必要性について事務局報告
②移行する法人区分について委員会報告
③法人移行に係る申請時期等移行スケジュール案の提案報告

平成22年5月18日 理事会
①移行する法人区分の決定
②法人移行に係る申請時期等移行スケジュール案の決定
③現行定款の一部変更について協議

平成22年5月22日 評議員会・総会
①移行する法人区分を決議
②法人移行に係る申請時期等移行スケジュール案の決議
③現行定款の一部変更についての報告と方向性の承認

平成22年6月
～

平成24年4月

実行委員会（仮称）

①課題への対応
②機関設計（組織の形成）
③公益目的支出計画作成
④定款の変更案作成
⑤規程・規則の作成、整備
⑥移行申請書類作成

平成24年4月 理事会
①最初の代表理事、執行理事の選定（定款の附則に掲名する人を確認する）
②「定款の変更案」「規程・規則」の決議
③移行申請書類主要事項確認の決議

平成24年5月 評議員会・総会
①「定款の変更案」の決議
②移行申請書類主要事項確認の決議

平成24年6月以降 理事会 移行申請書類提出

法人移行スケジュール（案）
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(評議員会・総会共通 第 5号議案 その他) 

 

 

（２）社団法人東京電機大学校友会定款の一部変更について（報告） 

 

１．趣旨 

文部科学省による実地検査（平成 21 年 12 月 2 日実施）における指摘事項

ならびに学校法人東京電機大学と社団法人東京電機大学校友会（以下、「校友

会」という。）との連携に関する打合せにおける指摘事項への対応の一つとし

て、校友会定款の関係条文の一部を変更する必要があり、併せて、法改正等

に伴う関係条文の一部を変更する必要がある。 

しかしながら、新公益法人法の施行により、定款変更に係る所轄官庁との

事前協議には新法人への移行に係る全般的な定款変更案が必要であり、現段

階ではその変更案の作成は非常に困難である。また、所轄官庁への変更申請

は、新法人移行を鑑み中間的変更は受理し難いと示唆されたところでもある。 

そこで、一般社団法人への移行を前提とした現時点における定款の一部変

更に係る検討結果について報告し、併せて、一般社団法人への移行に向けた

全般的な定款変更案作成については、今回、方向性のみをご承認いただき、

今後の理事会において鋭意進めることをご了解願う次第である。 

 

２．現時点において定款の一部変更が必要な主な理由 

（１）第 2 条において、定款と登記簿上の事務所所在地が現住所と異なってい

るため変更する。 

（２）第 7 条第 3 項において、準会員から正会員への移行が強制的であること

から、正会員への任意性を担保する目的からをこれを削除する。 

（３）第 7 条第 4 項において、積立てた卒業後の会費を「予納会費」と規定す

る。 

（４）移転先不明が原因で会費の納入が継続されず会員でなくなるケースが多

分にあることから、第 8 条において 2 年連続の会費未納者を資格喪失者に

追加し、併せて、第 10 条において会費滞納者を除名対象者から除くよう変

更する。 

（５）第 11 条第 2 項において、返還しない会費について明記する。併せて、予

納会費に残存がある正会員が退会する場合、退会に伴う予納会費の返還を

規定する。 

（６）新公益法人法の施行により、民法から監事の職務の規程が削除されたこ

とから、第 16 条において、具体的に監事の職務を規定する。 

（７）第 40 条、第 42 条、第 43 条、第 44 条、第 46 条、第 47 条、第 48 条にお

いて、平成 13 年に行われた中央省庁再編に伴う所轄官庁名の変更に合わせ

て変更する。 

 

３．その他 

  準会員に対して不利となる事項について、定款の不備を早急に解消するた

めに内規を定め施行し、文部科学大臣による定款変更の認可以前に対応する

ものとする。 

以 上 
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社団法人東京電機大学校友会定款 

大正 12 年 10 月 30 日認可 

 

第１章 総   則 

（名 称） 

第１条 この法人は、社団法人東京電機大学校友会という｡ 

 (事務所) 

第２条 この法人は、事務所を東京都千代田区神田錦町１丁目４番地学校法人

東京電機大学６号館内におく｡ 

 

第２章 目的および事業 

（目 的） 

第３条 この法人は、学校法人東京電機大学と緊密に連繋を保持し、その発展

に協力し､ 会員相互の親睦研修と、理工学に関する学術の進歩を図り、もっ

て教育、学術、文化の発展に寄与することを目的とする｡ 

 (事 業) 

第４条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行なう｡ 

一 理工学に関する研究発表会､ 講演会、談話会等の開催 

二 機関誌ならびに理工学に関する図書、雑誌の編集発行および閲覧購読の

あっせん 

三 会員の事業経営ならびに技術および法律に関する相談 

四 国家､ 資格試験および就職に関する指導 

五 学校法人東京電機大学発展のための事業 

六 その他前条の目的を達成するために必要な事業 

 (同窓会・支部・電機会)  

第５条 この法人は、第３条の目的を達成するための同窓会、支部および電機

会を設けることができる｡ 

 

第３章 会員および会費 

 (会 員) 

第６条 この法人の会員は､次のとおりとする｡  

一 正 会 員 学校法人東京電機大学の設置する学校(前身の諸学校を含

む)を卒業した者で､ 会費を納入した者｡ 

二 準 会 員 現に学校法人東京電機大学の設置する学校に、在学している

学生、生徒｡  

三 特別会員 現に学校法人東京電機大学の教職員である者｡ 

四 賛助会員 この法人の趣旨目的に賛同して金 10 万円以上の賛助会費を

納める者または団体｡  

五 名誉会員 この法人に特に功労のあった者で評議員会の議決をもって

推薦された者｡  

 (入 会) 

第７条 正会員になる者は、会費をそえて入会届を提出し、入会するものとす

【参考】
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る｡ 

２ 準会員になる者は、入会届を提出し、入会するものとする｡ 

３ 準会員は、学校卒業と同時に正会員となる｡  

４ 準会員は、別に定める規定により、卒業後の会費を積立ることができる｡ 

 (資格の喪失) 

第８条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する｡  

一 退   会 

二 禁治産または準禁治産の宣告 

三 死亡､失踪宣告 

四 除   名 

（退 会） 

第９条 会員で退会しようとするものは、理由を付して退会届を提出しなけれ

ばならない。 

 (除 名) 

第 10 条 会員が次の各号の１つに該当するときは、総会の議決を経て理事長が

これを除名することができる｡ 

一 会費を滞納したとき 

二 この法人の定款または規定に違反したとき 

三 この法人の名誉を傷つけ、またはこの法人の目的に反する行為のあった

とき 

 (会 費) 

第 11 条 正会員会費は、次のとおりとする｡  

一 会費は、年会費または終身会費とする｡  

二 年会費は、年額 2,000 円とする｡  

三 終身会費は、金 60,000 円を一時に納入するものとする｡ 

２ 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない｡ 

 

第４章 役員および評議員 

（役 員） 

第 12 条 この法人には次の役員をおく｡ 

理事 22 名以上 28 名以内(うち、理事長 1 名、副理事長 3 名、常務理事 1

名を含む) 

監事 3 名 

（理事の選任、承認) 

第 13 条 理事は、次の各号に掲げる者とする｡  

一 評議員のうちから、評議員会で選任する者 20 名以上 24 名以内 

二 特別会員のうちから、理事会で推せんされ、評議員会で承認された者 1

名以上 3 名以内 

三 常務理事として、理事会で推せんされ、評議員会で承認された者１名 

２ 評議員会における理事の選任または承認区分については、施行細則の定

めるところによる｡ 

３ 理事長および副理事長は、理事の互選で定める｡ 
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 (理事の職務分掌) 

第 14 条 理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する｡ 

２ 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、または欠けた

ときは、その職務を代理し、またはその職務を代行する｡ 

３ 常務理事は、理事長を補佐し、常務を掌理する｡ 

４ 理事は、理事長の委嘱により会務を分掌する｡ 

（理事の業務) 

第 15 条 理事会は、理事を組織して、この定款に定めるもののほか、この法人

の総会および評議員会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し執行

する｡ 

（監 事) 

第 16 条 監事は、評議員のうちから評議員会で選任する。 

２ 監事は、民法第 59 条に定める職務を行なう｡ 

３ 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。ただし、議決に

加わることはできない｡ 

（役員の任期) 

第 17 条 役員の任期は、次のとおりとする｡ 

一 理事の任期は、3 年とする。常務理事を除く理事は毎年 3 分の 1 を改選

する。ただし、再任を妨げない。 

二 監事の任期は、3 年とし、毎年 3 分の 1 を改選する。ただし、再任を妨

げない｡ 

２ 役員に、欠員を生じたときは、次期の役員を改選する評議員会で補欠す

る。補欠による役員の任期は前任者の残存期間とする｡ 

３ 役員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なお、その職

務を行なう｡ 

４ 役員は、この法人の役員として、ふさわしくない行為のあった場合には、

その任期中であっても、評議員会および総会の議決によりこれを解任する

ことができる｡ 

（役員の報酬) 

第 18 条 役員（常務理事を除く）は、無給とする｡  

（評議員) 

第 19 条 この法人には、評議員 500 名以上 700 名以内をおく｡ 

２ 評議員は、正会員および特別会員のうちから総会で選任する｡ 

３ 評議員の任期は、2 年とする。ただし、再任を妨げない｡ 

４ 評議員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまでは、なお、その

職務を行なう｡  

 

第５章 顧問､参与および職員 

（顧 問） 

第 20 条 この法人には、顧問若干名をおく｡ 

２ 顧問には、学校法人東京電機大学の理事長および同法人が経営する学校

の長をもってあてる｡ 
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３ 顧問は、理事長の諮問に応え、この法人の重要事項につき助言する｡ 

（参 与) 

第 21 条 この法人に参与若干名をおく｡ 

２ 参与は、この法人に対し、功労があったと認められる者のうちから、理

事会の議決を経て、理事長が委嘱する｡ 

３ 参与は理事長に対し、意見を述べ、または会務に参与する｡ 

（事務局) 

第 22 条 この法人の事務を処理するため、事務局をおく。 

２ 事務局に職員若干名をおき、事務局長が掌理する。 

３ 職員は、有給とする｡ 

４ 職員の任免は、理事長が行なう。 

 

第６章 会   議 

（理事会) 

第 23 条 理事会は、原則として毎月１回理事長が招集する。 

２ 理事長は、理事現在数の 3 分の 1 以上から会議の目的たる事項を示して

請求のあったときは、臨時理事会を招集しなければならない｡ 

３ 理事会の議長は、理事長とする｡ 

（理事会の議決) 

第 24 条 理事会は、理事現在数の 3 分の 2 以上出席しなければ議事を開き議決

することはできない。ただし、当該議事について書面をもって、あらかじめ

意見を表示した者は出席者とみなす｡ 

２ 理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか出席理事

の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる｡ 

（評議員会) 

第 25 条 評議員会は、理事会で必要と認めたときに、理事長が招集する。ただ

し、評議員 30 名以上から会議の目的たる事項を示して、請求のあったときは、

請求のあった日から 30 日以内に臨時評議員会を招集しなければならない。 

２ 評議員の招集は、少なくとも、10 日以前に、その会議に付議すべき事項、

日時および場所を記載した書面または会誌をもって通知する｡ 

３ 評議員会の議長は、そのつど、出席評議員の互選により定める｡ 

（評議員会の議決) 

第 26 条 評議員会は、評議員 50 名以上出席しなければ、議事を開き、議決す

ることができない。ただし､当該議事について、書面をもって、あらかじめ意

思を表示した者、および他の会員を代理人として票決を委任した者は出席者

とみなす｡ 

２ 評議員会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席

評議員の、過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による｡ 

（評議員会の承認事項) 

第 27 条 次の事項は、評議員会に提出して、その承認を受けなければならない｡ 

一 事業計画および収支予算についての事項 
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二 事業報告および収支決算についての事項 

三 財産目録および貸借対照表 

四 その他理事会で、必要と認めた事項 

（総 会) 

第 28 条 総会は、毎年１回会計年度終了後、2 月以内に、理事長が招集する｡

ただし、理事会で、必要と認めたとき、または正会員 50 名以上から会議の目

的たる事項を示して、請求のあった日から 30 日以内に臨時総会を招集しなけ

ればならない｡ 

（総会の議長) 

第 29 条 総会の議長は、理事長とする｡  

（総会の招集) 

第 30 条 総会の招集は、少なくとも 10 日以前に、その会議に付議すべき事項、

日時および場所を記載した書面または会誌をもって通知する｡ 

（総会の承認事項) 

第 31 条 次の事項は、総会に提出して、その承認を受けなければならない｡ 

一 事業計画および収支予算についての事項 

二 事業報告および収支決算についての事項 

三 財産目録および貸借対照表 

四 その他理事会で必要と認めた事項 

（総会の成立) 

第 32 条 総会は、正会員現在数の 20 分の１以上出席しなければ、その議事を

開き、議決することができない。ただし、当該事項について、書面をもって、

あらかじめ意思を表示した者および他の会員を代理人として票決を委任した

者は、出席者とみなす｡ 

（総会の議決) 

第 33 条 総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか出席の過

半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる｡ 

（議決事項の通知) 

第 34 条 総会の議事の要領および議決した事項は、会員に通知する｡ 

（議事録) 

第 35 条 理事会、評議員会および総会の議事録は、議長が作成し、議長および

出席者代表 2 名以上が記名捺印のうえ、これを保存する｡ 

（委員会) 

第 36 条 この法人の事業遂行上必要な事項を審議するため、委員会を設けるこ

とができる｡ 

２ 委員会の委員は､ 理事長が委嘱する｡ 

３ 委員会に必要な規定は別に定める｡ 

 

第７章 資産および会計 

（資 産) 

第 37 条 この法人の資産は、次のとおりとする｡ 

一 財産目録記載の財産 
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二 会   費 

三 事業に伴う収入 

四 資産から生ずる果実 

五 寄 附 金 品 

六 その他の収入 

（資産の分類) 

第 38 条 この法人の資産を分けて、基本財産および運用財産の 2 種とする｡ 

２ 基本財産は財産目録のうち、基本財産の部に記載する資産および将来基

本財産に編入される資産で構成する｡ 

３ 運用財産は、基本財産以外の資産とする｡ 

４ 寄附金品であって、寄附者の指定あるものは、その指定に従う｡ 

（資産の管理) 

第 39 条 この法人の資産は、別に定める規定により理事長が管理する｡ 

（基本財産) 

第 40 条 基本財産は消費し、または担保に供してはならない。ただし、この法

人の事務遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会、評議員会および総

会の決議を経、かつ、文部大臣の承認を受けてその一部に限り処分し、また

は担保に供することができる｡ 

（運用資金) 

第 41 条 この法人の事業遂行に要する費用は、会費、事業に伴う収入および資

産から生ずる果実等の運用財産をもって支弁する｡ 

（事業計画および収支予算) 

第 42 条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前

に、理事長が編成し、理事会の議決を経て文部大臣に届け出なければならな

い。事業計画および収支予算を変更した場合は、そのつど文部大臣に届け出

るものとする｡ 

（収支決算および剰余金の処理) 

第 43条 この法人の収支決算は、毎会計年度終了後 2月以内に理事長が作成し、

財産目録、事業報告書および会員の異動状況書とともに監事の意見をつけ、

理事会、評議員会および総会の承認を受けて、文部大臣に報告しなければな

らない｡ 

２ この法人の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決ならびに評議

員会および総会の承認を受けて、その一部もしくは全部を基本財産に編入

し、または翌年度に繰越すものとする｡ 

（義務の負担および権利の放棄) 

第 44 条 収支予算で定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、または権

利の放棄をしようとするときは、理事会、評議員会および総会の議決を経、

かつ、文部大臣の承認を受けなければならない。借入金(その会計年度内の収

入をもって償還する一時借入金を除く)についても同様とする｡ 

（会計年度) 

第 45 条 この法人の会計年度は、 毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終

る｡ 
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第８章 定款の変更ならびに解散 

（定款の変更) 

第 46 条 この定款は、理事会、評議員会および総会において、おのおの出席者

の 4 分の 3 以上の議決を経、かつ、文部大臣の認可を受けなければ変更する

ことができない｡ 

（解 散) 

第 47 条 この法人の解散は、理事会、評議員会および総会において、おのおの

出席者の 4 分の 3 以上の議決を経、かつ、文部大臣の許可を受けなければな

らない｡ 

（財産の処分) 

第 48 条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事会、評議員会および総会にお

いて、おのおの出席者の 4 分の 3 以上の議決を経、かつ、文部大臣の許可を

受けて、この法人の目的に類似の公益事業に寄附するものとする｡ 

 

第９章 補   則 

（細 則) 

第 49 条 この定款施行についての細則は、理事会、評議員会および総会の議決

を経て別に定める｡ 

 

付    則 

１ この定款は、昭和 21 年７月１日から施行する｡  

２ 昭和 35 年１月 25 日１部変更 

昭和 38 年７月２日１部変更 

昭和 45 年５月 21 日１部変更 

昭和 46 年８月 12 日１部変更 

昭和 49 年８月７日１部変更 

昭和 52 年９月６日１部変更 

昭和 55 年 12 月 24 日１部変更 

昭和 59 年９月 26 日１部変更 

平成５年５月 29 日１部変更(細則)  

平成 11 年４月１日１部変更(細則)  
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